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１ 大学の専任教員（教授等）と非常

勤講師問題 
今月号は学校法人中央学院事件（東

京地裁令和元年５月３０日判決）をご

紹介いたします。 
各種報道で大学の専任教員と非常勤

講師の格差が問題になっているのはご

存知かと思います。本件では非常勤講

師が原告となり、専任教員との労働条

件の相違が労働契約法２０条違反であ

るとして争いました。 
 
２ 待遇の違い 

原告は非常勤講師で学校法人からは

年２２８万３１７３円のみ支払われ、

賞与、年度末手当、家族手当及び住宅手

当は支払われません。 
一方、比較対象となる専任教員は、本

俸年６６６万５２００円、賞与・年度末

手当年２９４万４１７８円、その他に

家族手当、住宅手当が支給されていま

した。家族手当の支給額（月額）は、配

偶者が１万６０００円、子が６５００

円、その他が３０００円等とされてお

り、住宅手当の支給額（月額）は、世帯

主が１万７５００円、非世帯主が１万

円とされていました。 
 
３ 職務の内容並びに当該職務の内容

及び配置の変更の範囲について 
専任教員は、授業のみならず、教育活

動、研究活動並びに学生の修学指導及

び課外活動の指導、教授会における審

議、任命された大学組織上の役職、各種

委員会等の委嘱及び任命された事項等

の各業務を行う義務を負っております。

非常勤講師は原則として授業のみを行

えば足りるとされており、職務の内容

並びに当該職務の内容及び配置の変更

の範囲は異なります。 
 
４ 判決の結論 

裁判所は、原告の請求をいずれも棄

却しました。原告の全面敗訴でした。 
 
５ 判決の理由 
（１）賞与及び年度末手当 

「上記ウにおいて指摘した各事情に

加え，本件大学の専任教員が，授業を担

当するのみならず，被告（本件大学）の

財政状況に直結する学生募集や入学試

験に関する業務を含む大学運営に関す

る幅広い業務を行い，これらの業務に

伴う責任を負う立場にあること（それ

故に，本件大学の専任教員は，被告との

間の労働契約上，職務専念義務を負い

（本件就業規則第３条），原則として兼

職が禁止されている（本件就業特則第

５条）。また，大学において一定数以上

の専任教員を確保しなければならない

とされていること（大学設置基準第１

３条）も，専任教員がその他の教員と異

なる重要な職責を負うことの現れであ

るということができる。）からすると，

被告において，本件大学の専任教員の

みに対して賞与及び年度末手当を支給

することが不合理であると評価するこ

とはできないというべきである。」 
 
（２）家族手当及び住居手当 

「従業員に対する福利厚生及び生活

保障の趣旨で支給されるものであると
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いうことができるところ，上記ウにお

いて指摘した各事情に加え，授業を担

当するのみならず，大学運営に関する

幅広い業務を行い，これらの業務に伴

う責任を負う立場にある本件大学の専

任教員として相応しい人材を安定的に

確保する（大学設置基準第１３条）ため

に，専任教員について福利厚生の面で

手厚い処遇をすることに合理性がない

とはいえないことや，本件大学の専任

教員が，その職務の内容故に，被告との

間の労働契約上，職務専念義務を負い，

原則として兼業が禁止され，その収入

を被告から受ける賃金に依存せざるを

得ないことからすると，被告において，

本件大学の専任教員のみに対して家族

手当及び住居手当を支給することが不

合理であると評価することはできな

い。」 
 
４ コメント 
（１）解釈が分かれ続ける家族手当及

び住居手当 
賞与と年度末手当はまだしも、家族

手当及び住居手当についても原告が敗

訴したのは意外でした。特にハマキョ

ウレックス事件最高裁判決では、転居

の伴う異動がある場合の住居手当の不

支給を適法と判断しましたので、反対

解釈すれば転居の伴わない異動がある

場合は期間雇用従業員への住居手当の

不支給は違法になると私は考えていま

した。本件は、専任教員には転居の伴う

異動はありませんので、原告敗訴は意

外でした。裏返すと「相応しい人材を安

定的に確保する」という理由があれば、

ほとんどの労働条件の相違は正当化さ

れるとも言えます。これでは裁判官の

価値判断次第で如何様にも結論が変わ

るのではないかと感じました。 

（２）入れ替え戦が無い日本 
私自身は専任教員と非常勤講師に相

違があることは職務の内容が異なる為、

ある程度は致し方無いと思います。私

が考える問題点は、日本にはいわゆる

入れ替え戦が無いことです。 
サッカーの J リーグには J１と J２

のみならず J３等で入れ替え戦があり

ます。順位が下位に沈めば下位リーグ

に降格し大幅に収入が落ちてしまうた

め、下位リーグに沈まないように各チ

ーム必死に努力をします。 
ところが、同じような仕組みが日本

の雇用社会にはほとんどありません。

専任教員はよほどのことがない限り、

定年まで地位が保障される一方で、非

常勤講師から専任教員になるのは歳を

重ねるに連れ非常に難しくなります。

これでは地位が固定化してしまい、公

平な制度とは言えず、社会全体の活力

を削ぎます。裁判所の性質上仕方がな

いとは思いますが、専任教員からの降

格制度・減給制度、非常勤講師からの昇

任制度が無いことの是非を論じてみて

も良かったと思います。 
 

（３）最高裁判決が近い内に出る？ 
噂では来年３月までに日本版同一労

働同一賃金の施行を前に最高裁判決が

出るのではないかと言われています。

どのような結論が出るのか注目したい

と思います。 
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